
 
 
 

電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
そ
の
実
現
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

一
、
電
波
利
用
料
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
受
益
と
負
担
の
関
係
の
一
層
の
明
確
化
、
電
波
の
経
済
的
価
値
の
よ
り
適
正

な
反
映
、
免
許
人
間
の
負
担
の
公
平
の
確
保
及
び
詳
細
な
歳
入
歳
出
状
況
の
公
表
に
よ
り
、
無
線
局
免
許
人
等
か
ら
の
理
解

を
十
分
得
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
ま
た
、
電
波
利
用
共
益
費
用
の
規
模
が
年
々
増
加
し
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
使

途
の
必
要
性
、
効
果
等
を
十
分
検
証
し
、
そ
の
適
正
化
に
努
め
る
と
と
も
に
、
料
額
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
電
波
利
用
料

の
歳
入
歳
出
差
額
の
累
積
が
相
当
額
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
考
慮
す
る
こ
と
。 

 

二
、
電
波
利
用
料
は
、
電
波
利
用
共
益
事
務
の
費
用
に
つ
い
て
、
そ
の
受
益
者
で
あ
る
無
線
局
免
許
人
等
に
負
担
を
求
め
る
も

の
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
現
在
、
法
令
で
認
め
ら
れ
て
い
る
職
員
の
た
め
の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
費
用
は
も
と
よ
り
、

免
許
人
等
の
理
解
が
得
ら
れ
な
い
支
出
に
つ
い
て
は
、
早
急
に
こ
れ
を
是
正
し
、
適
正
化
に
向
け
て
徹
底
を
図
る
こ
と
。 

 

三
、
地
上
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
放
送
の
完
全
デ
ジ
タ
ル
化
に
伴
い
、
投
資
の
負
担
が
軽
減
の
方
向
に
あ

る
一
方
で
、
電
波
利
用
料
の
使
途
で
あ
る
特
定
周
波
数
変
更
対
策
業
務
に
か
か
る
支
出
の
終
了
が
予
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
そ
の
負
担
す
る
電
波
利
用
料
に
つ
い
て
、
放
送
の
公
共
性
、
使
用
帯
域
幅
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
、
抜
本
的
に
見
直

す
こ
と
。 

 

四
、
引
き
続
き
電
波
利
用
料
が
減
免
さ
れ
る
国
等
の
無
線
局
に
つ
い
て
は
、
電
波
の
利
用
状
況
の
検
証
を
行
い
、
有
効
利
用
が

十
分
に
図
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
電
波
利
用
料
の
減
免
措
置
に
つ
い
て
見
直
す
こ
と
。 
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五
、
携
帯
電
話
サ
ー
ビ
ス
は
、
そ
の
普
及
台
数
が
一
億
台
を
超
え
る
等
、
国
民
・
社
会
生
活
に
お
い
て
不
可
欠
の
社
会
基
盤
と

な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
今
回
、
補
助
の
対
象
が
拡
充
さ
れ
る
「
携
帯
電
話
等
エ
リ
ア
整
備
支
援
事
業
」
を
着
実
に
執
行
し
、

携
帯
電
話
の
不
感
地
域
の
早
期
解
消
に
努
め
る
こ
と
。 

 

六
、
地
上
放
送
の
完
全
デ
ジ
タ
ル
化
に
向
け
、「
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
へ
の
完
全
移
行
の
た
め
の
送
受
信
環
境
整
備
事
業
」
を
着

実
に
執
行
し
、
デ
ジ
タ
ル
放
送
が
視
聴
で
き
な
い
地
域
の
解
消
に
一
層
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
政
府
全
体
と
し
て
責
任
あ
る

取
組
体
制
を
強
化
し
、
経
済
的
弱
者
等
に
対
す
る
受
信
設
備
の
購
入
支
援
、
受
信
障
害
対
策
共
聴
施
設
の
改
修
支
援
及
び
国

民
に
対
す
る
周
知
広
報
・
相
談
体
制
の
更
な
る
拡
充
等
の
施
策
に
つ
い
て
早
急
に
検
討
を
行
い
、
万
全
の
措
置
を
講
ず
る
こ

と
。 

 

七
、
い
わ
ゆ
る
条
件
不
利
地
域
に
お
け
る
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
の
デ
ジ
タ
ル
・
デ
ィ
バ
イ
ド
を
解
消
す
る
た
め
、
電
波
利
用
料
の

新
た
な
使
途
と
し
て
、
無
線
等
に
よ
る
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
サ
ー
ビ
ス
へ
の
支
援
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。 

 

八
、
電
波
利
用
料
を
使
っ
た
電
波
資
源
拡
大
の
た
め
の
研
究
開
発
や
技
術
試
験
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
成
果
の
有
効
性
を
十

分
検
証
し
、
電
波
環
境
の
改
善
に
一
層
寄
与
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

 

九
、
電
波
の
割
当
方
法
に
つ
い
て
は
、
審
査
過
程
の
公
平
性
・
透
明
性
を
よ
り
一
層
徹
底
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
電
波
の
有
効

利
用
及
び
新
規
参
入
の
促
進
を
図
る
こ
と
。 

 

十
、
電
波
・
放
送
行
政
の
公
正
性
及
び
中
立
性
を
確
保
す
る
た
め
、
引
き
続
き
、
電
波
・
放
送
行
政
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討

す
る
こ
と
。 

  
 

右
決
議
す
る
。 


